
給実甲第１３５４号

令和７年４月１日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第３２７号の一部改正について（通知）

給実甲第３２７号（免許所有者の経験年数の取扱いについて）の一部を下記の

とおり改正したので、令和７年４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

２ 免許取得前の経歴についての取 ２ 免許取得前の経歴についての取

扱い 扱い

免許所有者のうち、次の各号に 免許所有者のうち、次の各号に

掲げる者で免許取得前に免許を必 掲げる者で免許取得前に免許を必

要とする業務に関係のある業務に 要とする業務に関係のある業務に

従事した経歴を有するものについ 従事した経歴を有するものについ

て、部内の他の職員との均衡上特 て、部内の他の職員との均衡上特

に必要があると認められるとき に必要があると認められるとき

は、それぞれ当該各号に定める年 は、それぞれ当該各号に定める年



数を免許取得後の経験年数として 数を免許取得後の経験年数として

取り扱うことができる。 取り扱うことができる。

一・二 （略） 一・二 （略）

三 医療職俸給表㈡又は医療職俸 三 医療職俸給表㈡又は医療職俸

給表㈢の適用を受ける職員のう 給表㈢の適用を受ける職員のう

ち、次の表の職員欄に掲げる者 ち、次の表の職員欄に掲げる者

次の表の経歴欄に掲げる経歴 次の表の経歴欄に掲げる経歴

に係る年数の８割以下の年数 に係る年数の８割以下の年数

（部内の他の職員との均衡を著 （部内の他の職員との均衡を著

しく失する場合は、１０割以下 しく失する場合は、１０割以下

の年数で事務総長の承認を得た の年数で事務総長の承認を得た

もの） もの）

職員 経歴 職員 経歴

（略） （略） （略） （略）

診療放射線技師 診療放射線技師 診療放射線技師 診療エックス線

の業務に直接関 技師の業務等診

係ある業務に従 療放射線技師の

事した経歴 業務に直接関係

ある業務に従事

した経歴

診療エックス線 診療エックス線

技師 業務に直接関係

ある業務に従事

した経歴

（略） （略） （略） （略）



以 上


